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矢吹炉研（株） 東京都荒川区 H29.7.12
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第532条の２

ホッパー内で労働者に作業を行わせる
に際し、埋没危険防止措置を講じな
かったもの

H29.7.12送検

大橋工業（株）
埼玉県児玉郡上
里町

H29.7.24
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

無資格の労働者にフォークリフトを運
転させたもの

H29.7.24送検

（株）山栄運輸　戸田営業
所

埼玉県戸田市 H29.9.1
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14

労働者にフォークリフトを主たる用途
以外の用途に使用をさせたもの

H29.9.1送検

ＤＯＷＡハイテック（株） 埼玉県本庄市 H30.1.30
労働安全衛生法第22条
特定化学物質障害予防規則第20条

化学物質の漏えいを防止するための措
置を定めた作業規程により労働者に作
業を行わせなかったもの

H30.1.30送検

Ｍ．Ｙ．Ａ 東京都八王子市 H30.2.6
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ約24ｍの箇所で、作業床を設ける
ことなく労働者に作業を行わせたもの

H30.2.6送検

（株）竹鼻運送 埼玉県川口市 H30.2.8
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14

労働者にフォークリフトを主たる用途
以外の用途に使用をさせたもの

H30.2.8送検

（株）エス・ケー・ツー 東京都中野区 H30.4.20 労働基準法第37条
労働者に対し、時間外労働に係る割増
賃金を支払わなかったもの

H30.4.20送検

飯村建設（株）
埼玉県さいたま
市浦和区

H30.5.18
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第534条

労働者に深さ2.2メートルの掘削溝内で
作業を行わせるに際し、土砂等の崩壊
防止措置を講じなかったもの

H30.5.18送検

（有）羽山興業 千葉県千葉市 H30.6.5
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条

労働者がフォークリフトを無資格で運
転したもの

H30.6.5送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案


